
５．上半期報告損益計算書
（単位：百万円、％）

                                     期　　別　  平 成 １５ 年 度 上 半 期 平成１５年度要約損益計算書

　平成１５年４月 １日から 　平成１５年４月 １日から

　平成１５年９月30日まで 　平成１６年３月31日まで

     科　　目 金　　　額 百分比 金　　　額 金　　　額 百分比

経 常 収 益 2,172,525 100.0 2,013,872 100.0 4,909,271 100.0

保　    険 　  料　   等 　  収　   入 1,588,891 1,528,843 3,296,738

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 1,587,091 ) ( 1,527,876 ) ( 3,293,565 )

資　   産 　   運　   用 　  収　   益 364,910 277,277 709,908

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 253,894 ) ( 252,298 ) ( 540,689 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 8,046 ) ( 195 ) ( 4,533 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( ――  ) ( 636 ) ( 445 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 38,265 ) ( 15,907 ) ( 52,274 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 64,296 ) ( ――  ) ( 110,705 )

そ　  の 　 他　  経　  常 　 収　 益 218,723 207,751 902,625

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 7,211 ) ( 14,623 ) ( ――  )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 113,648 ) ( 77,776 ) ( 524,766 )

経 常 費 用 2,028,306 93.4 1,824,524 90.6 4,558,347 92.9

保　  険 　 金　  等 　 支　  払　 金 1,556,880 1,462,519 3,564,153

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 506,723 ) ( 462,028 ) ( 1,055,388 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 136,460 ) ( 136,590 ) ( 278,260 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 350,332 ) ( 308,583 ) ( 691,319 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 432,965 ) ( 354,099 ) ( 1,138,887 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 128,367 ) ( 199,937 ) ( 396,592 )

責  任   準  備  金  等   繰  入  額 201 189 7,070

――  ――  6,677

201 189 393

資　　 産 　　 運　　 用 　　費　 　用 116,038 53,191 193,599

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 1,831 ) ( 2,412 ) ( 4,344 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 191 ) ( ――  ) ( 55 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 9,909 ) ( ――  ) ( 9,909 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 29,430 ) ( 19,919 ) ( 85,589 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 12,823 ) ( 8,606 ) ( 16,844 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 45,907 ) ( 6,949 ) ( 46,218 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( ――  ) ( 658 ) ( ――  )

事　　　　　　     業     　　　　　　 費 209,752 183,039 451,016

　そ　  の 　 他　  経　  常 　 費　 用 145,434 125,584 342,507

経 常 利 益 *1 144,218 6.6 189,348 9.4 350,924 7.1

特 別 利 益 26,849 1.2 2,290 0.1 37,998 0.8

特 別 損 失 33,394 1.5 72,308 3.6 161,218 3.3

税 引 前 中 間 純 剰 余 *1 137,673 6.3 119,330 5.9 *2 227,704 4.6

法 人 税 及 び 住 民 税 24,653 1.1 50,667 2.5 11,460 0.2

法 人 税 等 調 整 額 ――　 ―― △27,852 ―― 18,238 0.4

中 間 純 剰 余 *1 113,020 5.2 96,516 4.8 *3 198,005 4.0

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 2,715 0.1 △6,683 ―― △2,353 ――

社 会 厚 生 事 業 増 進 積 立 金 取 崩 額 ――  ―― 518 0.0 406 0.0

中 間 未 処 分 剰 余 金 *1 115,735 5.3 90,351 4.5 *4 196,764 4.0

（注）　＊１　平成１５年度上半期において経常収支残高、税引前半期収支残高、半期収支残高と表示していたものを、経常利益、税引前

　　　　　 　　中間純剰余、中間未処分剰余金としてそれぞれ表示しております。また、税引前半期収支残高から法人税及び住民税を差し

　　　　　 　　引いたものを中間純剰余として表示しております。

　　　　＊２　平成１５年度決算の税引前当期純剰余

　　　　＊３　平成１５年度決算の当期純剰余

　　　　＊４　平成１５年度決算の当期未処分剰余金

 平 成 １６ 年 度 上 半 期

　平成１６年４月 １日から

　平成１６年９月30日まで

百分比

( ) ( )( )

利息及び配当金等収入

金 銭 の 信 託 運 用 益

売買目的有価証券運用益

有 価 証 券 売 却 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

保 険 料

金 銭 の 信 託 運 用 損

責 任 準 備 金 戻 入 額

保 険 金

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

支 払 備 金 戻 入 額

支 払 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

支 払 利 息



上半期報告貸借対照表および上半期報告損益計算書作成の基本となる事項     

平 成 16 年 度 上 半 期 

１．有価証券の評価基準および評価方法 

有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものおよび金銭の信託において信託財産として運用している有

価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については 9月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満

期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第 2 条第 12 項に規

定する子会社および保険業法施行令第2条の3第 2項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものおよび関連法人等が発行する株

式をいう）については移動平均法による原価法、その他有価証券で時価のあるもののうち株式については 9 月中の市場価格等の平均、

それ以外については 9月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得差額が

金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券につ

いては移動平均法による原価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理してお

ります。 

２．デリバティブ取引の評価基準および評価方法 

デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

３．不動産及び動産の減価償却の方法 

不動産及び動産の減価償却の方法は、建物については定額法により、動産については定率法によっております。 

４．自社利用のソフトウェアの減価償却の方法 

その他資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法により行っております。 

５．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債（子会社株式及び関連会社株式は除く）は、9 月末日の為替相場により円換算しております。なお、子会社株式

及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

６．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。破産、民事再生等、法的・

形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債

務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額および保証による回収可能見込額

を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権について

は、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結

果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額および保証等による回収が

可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 8,427 百万円であります。

(2)退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意

見書」平成 10 年 6 月 16 日企業会計審議会）に従い、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当

中間期末において発生していると認められる額を計上しております。 

(3)偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、保険業法施行規則第 32 条の 14 の規定に基づく引当金であり、債権流動化・不動産先渡契約等に関し将来

発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。 

(4)価格変動準備金 

価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に準じて算出した額を計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日）に従い、主に、

貸付金および借入金に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理を行い、外貨建債券の為替変動リスクのヘ

ッジとして時価ヘッジを行っております。 

なお、時価ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定め

る繰延消費税等については、その他資産に計上し 5 年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、当中間期に費用処理し

ております。 

９．責任準備金の積立方法 

責任準備金は、保険業法第 116 条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しています。 

（1）標準責任準備金の対象契約については、内閣総理大臣が定める方式（平成 8 年大蔵省告示第 48 号） 

（2）標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

 



平 成 16 年 度 上 半 期 

１０．税効果会計に関する事項 

中間期に係る法人税及び住民税ならびに法人税等調整額は、当期において予定している剰余金処分方式による社員配当準備金、不

動産圧縮積立金および不動産圧縮特別勘定積立金の積立てまたは取崩しを前提として、当中間期に係る金額を計算しております。 

 

 

会計方針の変更 

平 成 16 年 度 上 半 期 

（固定資産の減損会計） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9日））

および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日）が平成 16 年 3月 31 日に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることとなったことに伴い、当中間期から同会計基準および同適用指針を適用しており

ます。これにより、税引前中間純剰余が 20,882 百万円減少しております。 

 

 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

平 成 16 年 度 上 半 期 末 

１．不動産及び動産の減価償却累計額は、502,489 百万円、減損損失累計額は 20,882 百万円であります。 

２．保険業法第 118 条の規定による特別勘定の資産の額は、714,661 百万円であります。 

なお、同勘定の負債の額も同額であります。 

３．上半期報告貸借対照表に計上した不動産及び動産のほか、リース契約により使用している重要な動産として電子計算機およびその

周辺機器等があります。 

４．社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。     

前年度末現在高 494,878 百万円

前年度剰余金よりの繰入額 142,275 百万円

当中間期社員配当金支払額 96,435 百万円

利息による増加等 326 百万円

当中間期末現在高 541,045 百万円

５．基金の償却額は 40,000 百万円であります。 

６．担保に供されている資産の額は、49,391 百万円であります。 

７．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、49,102 百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下の

とおりであります。 

(1)貸付金のうち、破綻先債権額は 1,005 百万円、延滞債権額は 11,211 百万円であります。上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先

債権額 1,485 百万円、延滞債権額 6,942 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てま

たは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」

という)のうち、法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第 96 条第 1 項第 3号のイからホまでに掲げる事由または同項第 4号に規定

する事由が生じている貸付金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利

息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

(2)貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は 36,886 百万円であります。 

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権および 3 カ月以上延滞債権に該当しない貸

付金であります。 

８．消費貸借契約により貸し付けている有価証券（現金担保付債券貸借取引による有価証券を含む）の貸借対照表価額は、423,222 百万

円であります。 

９．貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、33,570 百万円であります。 

１０．その他負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 100,000 百万円を含んでおりま

す。 

１１．その他負債には、債券貸借取引に伴う受入担保金 301,046 百万円を含んでおります。 

１２．金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第 140 条第 5 項の規定に基づき生命保険契約者保護機構が承継した

旧保険契約者保護基金に対する当中間期末における当社の今後の負担見積額は 9,485 百万円であります。 

なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

１３．保険業法第 259 条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間期末における当社の今後の負担見積額は 54,986 百万円で

あります。 

なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

１４．土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。なお、評

価差額については、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成 12 年 3 月 31 日 

同法律第 3条第 3 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3月 31 日公布政令第 119 号）第 2条第 1号に定める「地価公示法の規定により公

示された価格」に奥行補正等の合理的な調整を行って算定 

なお、平成16年1月1日付の合併により安田生命保険相互会社から承継した土地再評価差額金にかかる再評価の年月日および方法は



平 成 16 年 度 上 半 期 末 

次のとおりであります。 

再評価を行った年月日  平成 13 年 3 月 31 日 

同法律第 3条第 3 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3月 31 日公布政令第 119 号）第 2条第 1号に定める「地価公示法の規定により

公示された価格」に奥行補正等の合理的な調整を行って算定したほか、第 5号に定める「鑑定評価」に基づいて算出 

１５．子会社の株式等は、185,389 百万円であります。 

１６．保険業法施行規則第 73 条第 3 項において準用する同令第 71 条第 1 項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金の金額は

417 百万円、同令第 71 条第 1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金の金額は 957 百万円であります。 

 

 

注記事項 

（損益計算書関係） 

平 成 16 年 度 上 半 期 

１．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券 95 百万円、株式等 15,038 百万円、外国証券 97 百万円であります。 

有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券 5,639 百万円、株式等 5,110 百万円、外国証券 9,131 百万円であります。 

有価証券評価損の内訳は、株式等 8,283 百万円、外国証券 322 百万円であります。 

２．利息及び配当金等収入の内訳は次のとおりであります。 

預貯金利息 3 百万円

有価証券利息・配当金 137,838 百万円

貸付金利息 90,028 百万円

不動産賃貸料 20,513 百万円

その他利息配当金 3,914 百万円

計 252,298 百万円

３．特別損失の主な内訳は、価格変動準備金繰入額 28,326 百万円、減損損失 20,882 百万円であります。 

４．当中間期における減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

(1)資産のグルーピング方法 

保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業等全体で 1 つの資産グループとしております。また、保険事業等の用に

供していない賃貸不動産等および遊休不動産等については、それぞれの物件ごとに 1つの資産グループとしております。 

(2)減損損失の認識に至った経緯 

不動産市況の悪化等により、一部の資産グループに著しい収益性の低下または時価の下落が見られたことから、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

(3)減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳  

用 途  件 数  減  損  損  失 （百万円） 

    土 地 建 物 計 

賃貸不動産等  9 件  2,352 15,138 17,491 

遊休不動産等  5 件  2,986 404 3,391 

合 計  14 件  5,339 15,543 20,882 

（注）多数の資産グループにおいて減損損失が発生していることから、表示を明瞭にするため種類ごとに集約して記載してお

ります。 

(4)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値または正味売却価額を、遊休不動産等については正味売却価額を適用

しております。なお、使用価値については見積乖離リスクを反映させた将来キャッシュ・フローを 2.93％で割り引いて算定しておりま

す。また、正味売却価額については不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額を差し引いて算定しております。 
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